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４
月
か
ら
、
左
記
の
区
域
で
下

水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
下
水
道
を
整
備
す
る
こ

と
で
、
清
潔
で
快
適
な
生
活
環
境

を
確
保
し
、
河
川
や
海
の
水
質
保

全
が
図
ら
れ
ま
す
。

　
対
象
区
域
内
と
な
る
皆
さ
ん
に

は
、
速
や
か
に
下
水
道
へ
の
接
続

工
事
を
実
施
し
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

対
象
区
域

　
菰
原
、上
島
、下
梅
沢
、沖
田
新
、

　
上
小
泉
、
柳
原
、
法
花
寺
の
そ

　
れ
ぞ
れ
一
部
の
地
域

◆
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
に
あ
た

　
り
、
次
の
よ
う
な
助
成
制
度
が

　
あ
り
ま
す
。

●
高
齢
者
世
帯
水
洗
化
推
進
事
業

　
補
助
金
制
度

　
高
齢
者
（
満
65
歳
以
上
）
の
み

の
世
帯
が
水
洗
化
工
事
を
行
う
た

め
の
費
用
に
対
し
、
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

補
助
額　

補
助
対
象
と
な
る
工
事

　
費
の
３
分
の
１
（
限
度
額
１
件

　
40
万
円
）

●
水
洗
便
所
改
造
資
金
貸
付
制
度

　
ト
イ
レ
の
水
洗
化
工
事
な
ど
の

費
用
を
貸
し
付
け
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
貸
付
制
度
を

利
用
さ
れ
る
と
利
子
補
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

下
水
道
の
供
用
開
始

区
域
を
拡
大
し
ま
し
た

融
資
限
度
額
　
１
５
０
万
円

※
い
ず
れ
も
市
税
お
よ
び
下
水
道

　
事
業
受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）

　
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
で
、
供

　
用
開
始
告
示（
毎
年
４
月
１
日
）

　
後
、
３
年
以
内
に
接
続
さ
れ
る

　
方
が
対
象
で
す
。

▼
問
合
せ
先
　
上
下
水
道
課

　（
内
線
４
４
２
〜
４
４
４
）

　
家
庭
外
で
働
く
こ
と
の
困
難
な

方
の
た
め
に
、
相
談
員
が
就
業
に

関
す
る
相
談
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
き
　
毎
週
火
・
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ
　
働
く
婦
人
の
家

▼
問
合
せ
先
　
働
く
婦
人
の
家

　（
☎
４
７
５
‐
５
７
８
０
）

家
内
労
働
相
談

と
き
　
４
月
28
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ

　
市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

内
容
　
住
居
確
保
相
談
・
生
活
資

　
金
相
談
・
職
業
訓
練
相
談
・
求

　
人
情
報
の
提
供
な
ど

▼
問
合
せ
先
　
県
非
正
規
労
働
者

　
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　（
☎
４
３
３
‐
８
４
２
２
）

生
活
・
就
労
相
談
員

に
よ
る
巡
回
相
談

就
職
に
悩
む
若
者
や
家
族

の
方
の
た
め
の
巡
回
相
談

と
き
　
毎
月
第
１
・
３
金
曜
日

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ
　
魚
津
総
合
庁
舎
１
階
相

　
談
室
（
魚
津
市
新
宿
10
‐
７
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先
　

　
ヤ
ン
グ
ジ
ョ
ブ
と
や
ま

　（
☎
４
４
５
‐
１
９
９
６
）

　
平
成
23
年
度
も
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
費
に
対
す
る

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象　

●
住
宅
に
太
陽
光
発
電
シ

　
ス
テ
ム
を
設
置
す
る
方

●
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
付
き
の

　
住
宅
を
購
入
す
る
方

補
助
額
　
１
kW
当
た
り
３
万
円
　

　（
限
度
額
12
万
円
）

必
要
な
書
類

　
申
請
書
、
設
置
契
約
書
（
写
）、

　
写
真
、
納
税
証
明
書
な
ど

※
補
助
金
申
請
書
は
、
必
ず
設
置

　
す
る
前
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　（
事
前
申
請
）

▼
問
合
せ
先

　
生
活
環
境
課
（
内
線
７
５
２
）

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
補
助
金
に
つ
い
て

募
　
　
集

と
き
・
と
こ
ろ　

❶
よ
も
ぎ
摘
み

　

４
月
24
日
㈰
午
前
８
時
30
分
　

　
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
前
集
合

※
市
バ
ス
で
市
内
よ
も
ぎ
群
生
地

　
へ
移
動
し
、
午
前
11
時
30
分
に

　
解
散
予
定
。

❷
よ
も
ぎ
料
理　

６
月
25
日
㈯

　
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
１
時
30
分

　
早
月
中
学
校

※
両
日
と
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

対
象
　
大
人
（
１
人
）
と
小
学
生

　
な
ど
子
ど
も
（
１
〜
２
人
）
の

　
組
み
合
わ
せ
（
親
子
、
祖
父
母

　
と
孫
な
ど
）

定
員
　
40
人
程
度
（
先
着
順
）

参
加
費
　
無
料

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
農
林
課
（
内
線
３
５
１
）

古
く
か
ら
伝
わ
る
料
理 

昔
な
つ
か
し
の
味

〝
よ
も
ぎ
の
や
き
つ
け
〞

料
理
体
験
講
座 

参
加
者
募
集

と
き
　
５
月
14
日
㈯
午
前
11
時
〜

と
こ
ろ

　
八
尾
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

参
加
費
　
３
、
０
０
０
円

プ
レ
ー
代
　
１
０
、
０
０
０
円

※
必
要
な
方
の
み
カ
ー
ト
代
別
途

市
民
体
育
大
会

ゴ
ル
フ
競
技

参
加
者
募
集

機能訓練教室
　仲間と一緒に教室に参加し、自分の体に
あった機能訓練について学びましょう。
と　き　①６月９日㈭　②８月 31 日㈬
　　　　③ 11 月 30 日㈬
　　　　④平成 24 年２月８日㈬
　　　　　いずれも 13:30 ～ 15:30
ところ　市民健康センター２階大会議室
対　象　40 歳から 64 歳までの心身機能の低下に
　　　　対する訓練を必要とする方で、できるだ
　　　　け全回とも出席できる方（医療などにお
　　　　けるリハビリテーションを優先する方は
　　　　対象としません）
内　容　医師による個別相談、理学療法士・作業
　　　　療法士による指導、リハビリゲーム　など
参加費　１回 100 円
申込み・問合せ先
　市民健康センター（☎４７５－８０１１）

機能訓練教室
　仲間と一緒に教室に参加し、自分の体に
あった機能訓練について学びましょう。

　①６月９日㈭　②８月 31 日㈬

　『小児用肺炎球菌ワクチン』および『ヒブワクチ
ン』を含むワクチン同時接種後の死亡例が報告さ
れたことにより、接種が一時見合わせとなりました。
　今後、接種の再開実施については、決まり次第
お知らせします。

　子宮頸がん予防ワクチンが全国的に不足してい
ます。現在の対応として、既に１回目を接種した
方を優先し、２回目・３回目の接種をしていただ
きます。
　当分の間、初回接種の方は、接種を差し控えて
いただきますようご協力をお願いします。
　対象年齢は、中学１年生～高校１年生ですが、
３月末までに接種できなかった高校１年生の方は、
４月以降に１回目の接種をした場合であっても、
この事業の対象とします。
【注意】子宮頸がん予防ワクチンの接種は、市内指定
　　　　医療機関に事前に予約の上、なるべく３回と
　　　　も同じ医療機関で接種してください。
問合せ先　市民健康センター（☎４７５‐８０１１）

小児用肺炎球菌ワクチンおよび
ヒブワクチンの接種見合わせについて

子宮頸がん予防ワクチンの供給不足について

給油中は絶対にその場から離れないように !!
　４月に入りましたが、まだ暖房が手放せない時期
です。暖房を使用する機会も多いですが、家庭用な
どのホームタンクから灯油を給油する際には取り扱
いに注意しましょう。誤って灯油などが川や海に流
れ込むと川や海を汚染し、環境や生物などに大変な
悪影響を与えます。
　灯油タンクから給油をする場合は絶対にその場を
離れないようにし、給油後は元栓をしっかり締めて
油漏れがないことを必ず確認してください。
問合せ先　生活環境課（内線７５２）

在宅の重度障がい者に
手当が支給されます

●特別障害者手当
　20 歳以上で、精神または身体が著しく重度の
障がいの状態にあるため、日常生活において常時
特別の介護を必要とする方に支給されます。（施
設入所中のときや入院期間が３カ月を超えたとき
は支給されません）
●障害児福祉手当
　20 歳未満で、精神または身体に重度の障がい
があるため、日常生活において常時介護を必要と
する方に支給されます。（障がいを支給事由とす
る公的年金を受給しているときや施設入所中のと
きは支給されません）
※いずれの手当も、障がいの状態が一定の基準に
　該当することが必要であるほか、本人、配偶者、
　扶養義務者の所得制限があります。
　なお、支給を受けるには市（福祉介護課）への
　申請が必要です。
問合せ先　福祉介護課（内線７６８）

在宅の要介護度4・5の方と
同一世帯の介護者に手当が支給されます
●在宅福祉介護手当
　在宅の要介護度 4・5の認定を受けている方、ま
たは 65 歳未満で重度の障がいにより引き続き 3カ
月以上寝たきり状態になっている方などを介護し
ている方に支給されます。ただし、介護者と被介
護者が別世帯であるとき、被介護者の在宅期間が
施設入所や入院などにより 1カ月のうち２分の１
未満のとき、また同一世帯の中で介護保険料を滞
納している方がいるときは支給されません。
●在宅要介護高齢者福祉金
　65 歳以上で、在宅の要介護度 4・5の認定を受け
ている方に支給されます。ただし、施設入所した
とき、入院期間が 3カ月を超えたとき、特別障害
者手当などの支給を受けたときは支給されません。
また、本人および生計中心者の所得制限があります。
※いずれの手当も、支給を受けるには市（福祉介護
　課）への申請が必要です。
※申請月の翌月分からの支給となります。
問合せ先　福祉介護課（内線７６４・７６８）

国民年金法の改正による
障害基礎年金の子加算の見直しに伴い、
児童扶養手当の取り扱いが見直されます
　児童扶養手当は、お子さまが配偶者の障害基礎年
金の子加算の対象である場合は支給されませんでし
たが、４月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金
の子加算額を上回る場合、お子さまを子加算の対象
としないことにより児童扶養手当を受給することが
可能になりました。
　児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
問合せ先　子ども課（内線３２１～３２５）

競
技
方
式
　
新
ペ
リ
ア
方
式

定
員
　
80
人
（
先
着
順
）

参
加
資
格

　
市
民
お
よ
び
市
ゴ
ル
フ
協
会
員

申
込
期
限
　
４
月
15
日
㈮
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
滑
川
市
ゴ
ル
フ
協
会
〈
吉
田
〉

　（
☎
４
７
４
‐
１
０
１
１
）

広報に広告掲載してみませんか？
　市では、広報紙に有料広告の掲載を希望される
広告主を募集しています。
掲載位置　５段書きの最下段
大きさ　①縦 46 ㍉×横 84 ㍉（１段の半分）
　　　　②縦 46 ㍉×横 172 ㍉（１段全部）
広告料　１掲載号につき① 8,000 円　② 15,000 円
申込受付　随時（ただし先着順）
申込み・問合せ先　企画政策課（内線２２３）


